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１．計画策定の趣旨 

  平成１７年１０月１１日に観音寺市、大野原町、豊浜町の１市２町が合併

し、人口６万５千人の新観音寺市が誕生した。 

合併後の本市の財政運営は、市税収入の低迷、競輪事業の悪化に加え、国

の三位一体改革による地方交付税や補助金の削減等により、極めて厳しい状

況となっている。 

  このような危機的状況の下、本市の財政健全化に向けた取り組みが緊急課

題となっており、その解決のため思い切った行財政改革の実行が不可欠であ

り、その中でも職員削減による人件費の抑制が強く求められている。 

  したがって、本市では、平成１８年度から２１年度を計画期間とする定員

適正化計画を策定し、行政改革大綱との整合性を図りながら、職員を計画的

に削減することにより、人件費を抑制し、スリムで効率的かつ安定した行政

運営の確立を目指していく。 
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２．職員数の状況 

  本市の職員数の現状について、部門別及び類似団体（人口規模と産業構造

が類似している全国の市）との比較は、次のとおりである。 

（平成１８年４月１日現在） 

 観音寺市の  

職員数 

A (人) 

※類似団体の

職員数 

  B （人）

超過数 

C=(A-B) 

超過率（％）

C/A×100 

議  会    ６    ６    ０    ０．０

総  務   ９２   ９７   △５   △５．４

税  務   ２９   ３０   △１   △３．４

農林水産   ３３   ２４    ９   ２７．３

商  工    ９   １０   △１   △５．４

土  木   ４１   ５１  △１０  △２４．４

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政 

（小計）  ２１０  ２１８   △８   △３．８

民  生  １１４  １００   １４   １２．３

衛  生   ７３   ３６   ３７   ５０．７

福
祉
関
係 （小計）  １８７  １３６   ５１   ２７．３

一般行政部門（計）  ３９７  ３５４   ４３   １０．８

教  育  １３４  １１５   ２１   １５．４

消  防    ０    

（小計）  １３４  １１５   ２１   １５．４

水  道   ２９    

交  通    ６    

下 水 道   １２    

そ の 他   ３８    

公
営
企
業
等
会
計
部
門 （小計）   ８５    

合  計  ６１６    

派遣職員    ５    

総職員数  ６２１    
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３．定員適正化計画の基本的な考え方 

（１） 定員適正化については、行政改革大綱において行政改革の基本項目と 

して定められた事項であり、その推進にあたっては、行政改革大綱の推

進計画である集中改革プランに基づき、進めていく。 

 

（２） 集中改革プランの取組事項である事務事業の見直しや組織･機構の再 

編、見直し等を推進し、職員数の計画的な削減を行う。 

 

（３） 団塊世代の職員の退職を踏まえ、「職員の年齢構成の平準化」と「人 

件費の計画性」の確立の観点から、計画的な採用（毎年１０人程度）を

行う。 

 

（４） 勤務評価制度を適正に運用し、職員の勤務実績や能力を的確に把握し 

適材適所の人事配置を行い、簡素で効率的な組織体制を構築していく。 

 

（５） 定員管理に影響する法律改正や権限移譲等による制度改正、また人口 

増減等の社会状況の変化があった場合は、速やかに定員適正化計画の見 

直しを行う。 

 

（６） 定員適正化計画における対象職員は、一般職に属するすべての職員と 

する。（教育長を除く。） 
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４．定員適正化計画の数値目標 

  定員適正化計画において目標とする職員数は、平成１８年４月１日時点の 

 総職員数６２１人を基準として、平成２２年４月１日までの４年間で、６３ 

 人（１０．１％）の職員数を削減し、５５８人とする。 

【数値目標】 

 合併時 

職員数 
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

職 員 数 

（人） 
６４０ ６２１ ６０７ ５９０ ５７０ ５５８

前年度退職予

定者数（人） 
０  １９  ２４  ２７  ３０  ２２

採用予定者数 

（人） 
  ０   ０  １０  １０  １０  １０

減 員 数 

（人） 
― ― △１４ △１７ △２０ △１２

削 減 率 

（％） 
― ― △２．３ △２．７ △３．２ △１．９

累 計 減 員 数 

（人） 
― ― △１４ △３１ △５１ △６３

累 計 削 減 率 

（％） 
― ― △２．３ △５．０ △８．２ △１０．１

 ＜参考＞下表は退職予定者数を表し、１７年度は合併以後の退職者数である。 

 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

一般事務職、技術職 １１ １４ １９ ２２ １６ １８

保 健 師 、 看 護 師 ２ １ １  １

保 育 士 ３ ２ １ １ １ ４

幼 稚 園 教 諭 ２ ２ １ ４ ３ ４

船 員   １

技 能 労 務 職 １ ５ ５ ３ ２ 

（計） １９ ２４ ２７ ３０ ２２ ２８
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５．嘱託・臨時職員の適正活用と長期的な目標 

（１）嘱託・臨時職員の適正活用  

人件費の抑制の観点から、正規職員の削減と併せて、嘱託職員及び臨時

職員の計画的削減を行うとともに、採用職種や継続雇用期間等を検討し、

適正な活用・雇用管理に努める。 

【嘱託・臨時職員数】（学校講師、産休・育休代替臨時職員は除く。） 

 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

嘱託・臨時職員数 285 260 255 250 245 240 235 230 225 220

減 員 数 － △25 △5 △5 △5 △5 △5 △5 △5 △5

 （注）減員数は、前年度末の退職予定者数である。 

 

（２）長期的な目標 

   長期的な目標として、次の数値目標を設定する。 

平成 27 年 4 月 1日（人） ４３２  

減   員   数 （人） △１８９ 平成 18 年 4 月 1 日の職員数 621 人との比較 

正
規
職
員 減   員   率 （％） △３０．４ （189 人／621 人）×100 

平成 27 年 4 月 1日（人） ２２０  

減   員   数 （人） △６５ 平成 18 年 4 月 1 日の職員数 285 人との比較 

嘱
託
・
臨
時 減   員   率 （％） △２２．８ （65 人／285 人）×100 

平成 27 年 4 月 1日（人） ６５２  

減   員   数 （人） △２５４ 平成 18 年 4 月 1 日の総職員数 906 人との比較 
総
職
員 

減   員   率 （％） △２８．０ （254 人／906 人）×100 

 

【正規職員数の年度別数値目標】 

 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

職員数（4 月 1 日） 621 607 590 570 558 540 514 483 453 432

採 用 予 定 者 数 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

退 職 予 定 者 数 19 24 27 30 22 28 36 41 40 31

減 員 数 △19 △14 △17 △20 △12 △18 △26 △31 △30 △21

（注）退職予定者数は、前年度末の定年退職者数である。 


